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告 示 

 

兵庫県告示第88号の２ 

平成20年兵庫県告示第109号の２（兵庫県公報の閲覧所の場所）の一部を次のように改正する。 

令和８年２月16日 

                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

 告示文中「神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 本庁舎（県民情報センター内）」を「神戸市中央区下山手

通４丁目18番２号 兵庫県職員会館（県民情報センター内）」に改める。 
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発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 令和８年２月16日 月曜日  号  外 


